
最高裁判所  
法と秩序を象徴する正義の殿堂にふさわしい建物として、昭和４９年３月に完成しました。 
大ホールの床下には、次の定礎の辞が納められています。 

定礎の辞  
「最高裁判所庁舎を東京都千代田区隼町四番二号に新築するにあたり、日本国における 
法の支配の確立と揺るぎなき国運を冀求してここに永世不朽の礎を鎮定する。」 
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第４３回定期大会を迎えて 第４３回定期大会を迎えて 
千葉県税理士政治連盟 会長 

定期大会挨拶 

横 畑　靖 明 

第４３回定期大会開催時
期がやって参りました。 
本年度は役員改選期にあ

たり新役員が選任されますが、
今回大会は国会議員等外部
来賓を一切お招きせず、セレ
モニー部分を排除して簡素
に行うこととしました。これは、
この度の震災に対する本連

盟の対処です。来賓も呼ばず簡素に行うことは、所謂自
粛ムードに乗ってするものではありません。被災され困窮さ
れている人 に々対して、本連盟が何を出来るか検討した
結果、執ることとした手立ての一環とご理解下さい。なお、
大会開催会場は千葉県税理士会館とします。 
さて、私ごとで恐縮ですが、私は本大会を以て退任致

します。会員の皆様には、幹事長時代から長きにわたりご
協力頂きました。改めて御礼申し上げます。お陰様で重
責を全うすることが出来ました。ありがとうざいました。 
本誌への寄稿もこれが最後となりますので、ちょっと気

になっているところを振返って見ます。 
押尾前会長の改革路線に、私は執行責任者の幹事

長として拘わりました。これを引継いだ横畑執行部の役割
は、改革を執行段階で個 に々具現化して行くことでした。
その目的とする所は言うまでもなく“実効ある政治活動”
的土壌の醸成です。内容的には政治活動の活性化と予
算の効率執行に尽きます。 
【この間の主な改革事項等】 
　１．定期大会の独自開催と県下選出国会議員に 
　　よる国政報告会の定型化 
　２．審議機関としての総務会の廃止 
　３．事務局部署（総務）の設置 
　４．将来資金確保のための寄付金募集 
　５．会員名簿の作成（収納率的思考の排除） 
　６．小選挙区における複数推薦制の採用 
　７．補助金の助成方法の変更（申請方式へ） 
となります。 
　これらを進めて行くにあたり混乱もなく執行出来たのは、

　千葉県税政連の持つ立ち位置が 
　１．県単独組織であったこと 
　２．会員２千数百人の適正規模であったこと 
　３．地理的に国会活動が容易であったこと 
と、物理的のみならず「地の利」を得ていたということ
　でした。 
【総務会の廃止について】 
この改革の中で「総務会の廃止」という大きな犠牲を払
いました。審議機関としての「総務会の廃止」は政治団体

の生命線たるべき部分に拘わり、本来あってはならない事
態です。しかし、現実問題として審議機関の総務会は、組
織の論理は別として機能する余地がない状況であり、総務
会の存在自体が会務運営上相当な負担となっていました。 
そこで、審議機関たる総務会を廃止し、千葉県税政
連自体を執行機関と位置付ける改革が行われた訳です。
その結果、組織の規模は１００人態勢から５０人態勢へと
縮小し、すべてが効率よく動けるようになりました。 
 
　 
 
 
 
 
 
 
このような状況、このような認識のもとに総務会を廃止し

ました。 
活動部隊千葉県税政連の誕生です。これは、当面の“本

当に”必要な措置であったと、今でも思っています。がし
かし、いずれ司令塔たる総務会が必要とされる状況…そ
んな組織の在り方を待望するものでもあります。 
【課　題】　　　　　　 
税政連にとって最大の関心事は、常に古くて新しい問題

である会員の組織率の問題であり、政治活動に対する会
員の関心度の問題です。税理士業界に限らず、政治連盟
を持つ組織にとっては共通の悩みのようです。我が業界の
ように、自らの利害のからみのない政治活動を行う組織にとっ
て、その関心度の薄さを会員のせいには出来ません。 
税理士の場合、税理士法第一条にいう「申告納税制度

の理念にそって……納税義務の適正な実現を図る」と使
命が謳われており、この規定は義務規定と読むべきでしょう。
これを解説するにあたっては、その使命を実行することが税
理士制度を補完し、税理士の税務独占という権益を下支
えすると解説されます。弁証法的思考を巡らすまでもなく、
簡単な理屈で誰しも納得する論理ではありますが、それが
現実思考まで及ばない。というところに齟齬が生じます。「政
治活動の成果はすべての税理士が享受する」のに、とか。
泣き言を言っても始まりません。 
会員の意識の啓発は、税理士会の日常活動における発

信に尽きるのではないかと思います。日税連が税理士政治
連盟の政治活動を事実上主催するシステムが隠れもない
事実である以上、税理士会会員に対して責任を持つ単位
税理士会は、政治活動化しなければならない事象について、
その発信力を行使すべきでしょう。税政連は具体的な活動
領域で責任を持って政治活動を行っています。 
 

かか 

● ●  ●  ●  

かか  

税政連の役割が「税理士会の主張を実現するた
めの政治活動」と限定されている状況のもと、かつ日
税連と日税政の協議により活動指令が降りて来る状
況のもとにおいては、単位会の司令塔たるべき審議
機関は全く、あるいは必ずしも必要ではなくなってい
ました。 
…この「必ずしも必要としない」形は、本来異常な

状況であるということだけは認識しておいて頂きたい…。 
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平成２３年８月５日（金）午後２時 
於　千葉県税理士会館 
平成２３年８月５日（金）午後２時 
於　千葉県税理士会館 

運動経過の概要 

本連盟は、第４２回定期大会で決定した運動方針に基づき各種施策を実施した。 

本年度は第２２回参議院通常選挙が予定された以外特別な政治日程はなかったので、政権交代後の各党・

各議員との新たな紐帯関係を築くため、国政報告会等へ積極的に参加することとし、これを実行した。 

各委員会の活動も概ね所期の目標を達成した。 

１　国政選挙への対応とその結果について 

１）　第２２回参議院議員通常選挙への対応 

先の総選挙により政権交代が行われたが政局の状況は予断を許さぬものがあった。本連盟はこのよう

な状況を鑑み、参議院選挙後の政治活動を担保するため、立候補が予定されている候補者の所属する

各党支部に本連盟の推薦審査日程をあらかじめ通知し、それぞれ公平に推薦を受ける機会を与えた。 

２）　推薦審査 

本連盟は、所定の手続きにより推薦依頼のあった立候補予定者につき面談を行い、平成２２年

４月２２日推薦審査会を開催し５名の推薦候補者を決定した。 

推薦候補者 

 

 

 

 

３）　選挙結果 

千葉県選挙区３名の定員につき、本連盟推薦の小西洋之候補（民主党）、猪口邦子候補（自民党）

の２氏、及び本連盟の後援会のある水野賢一候補（みんなの党）が当選した。 

水野賢一候補については、立候補が遅れたため推薦手続が出来なかった。 

 

２　平成２３年度税制改正及び国会陳情について 

１）　重点要望事項の決定 

平成２２年８月２４日、千葉県税理士会調査研究部との協議により、本連盟の平成２３年度税制改正要望

事項のうち「特に重要な５項目」を決定した。 

上記決定に基づき平成２３年度税制改正に関する要望書を作成し、広報誌へ掲載する等会員への

周知を図った。 

第43回定期大会 第43回定期大会 
第１号議案 

平成２２年度運動経過報告承認の件 

自 平成２２年４月 １日 
至 平成２３年３月3１日 

平 成 ２２年 度 運 動 経 過 報 告 

（民主党） 

（民主党） 

（自民党） 

（自民党） 

（自民党） 

小西洋之  

道あゆみ  

猪口邦子

椎名一保  

臼井正人  



千葉県税政連  

─４─ 

定期大会議案 

２）　関係方面への要望書配付と説明 

「平成２３年度税制改正要望書」を後援会・国会議員はじめ関係方面へ配付し、それぞれの機関に

おいて個別陳情を行った。 

３）　国会陳情 

平成２２年１０月２２日、例年通り県下選出国会議員に対して平成２３年度税制改正に関する国会陳

情を行った。 

政権交代後、会員の関心は深く、１４０名の大陳情団を結成することができた。 

 

３　東日本六税政連役員連絡協議会の開催について 

平成２３年１月２５日、パレスホテル大宮にて関東信越税政連を幹事として「東日本六税政連役員連

絡協議会」が開催された。本連盟は会長以下１５名の役員が出席し協議会に臨んだ。 

協議会は、税政連固有の問題点につき各会の活発な意見交換が行われた。協議会の後段は、

峰崎前財務副大臣による講演が組まれ、その内容は「税制改正」に携わる立場からの報告となり、

法人税法第３５条廃止の記憶も生 し々く、聞きごたえのある講演であった。 

平成２３年度税制改正に関する重点要望事項 

一　通則法関係 

更正請求をする事ができる期間について、他の関連する規定とのバランスを

考慮しつつ、その延長を行うこと。 

二　法人税関係 

交際費課税における交際費等の範囲を見直し、社会通念上必要な交際費等

の支出は原則として損金算入するとともに、定額控除限度内の10％課税制度は

即時に廃止すること。 

三　所得税関係 

土地・建物等の譲渡により生じた損益について、損益通算及び繰越控除を

認めること。 

四　消費税関係 

消費税の改正（抜本改正）については、慎重な論議が必要であり、少なく

とも当面は単一税率を維持すべきである。 

五　納税環境整備関係 

納税者権利憲章を制定すること。 
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４　各委員会の活動 

 

　総務委員会 

１）　各種事業を企画しこれを運営した。 

２）　関連団体等との接触・対応・調整を行った。 

３）　各委員会の業務執行にあたり、これを指導し補佐した。 

 

　政策審議委員会 

１）　重点要望事項の決定 

平成２２年８月２４日、千葉県税理士会調査研究部との協議により平成２３年度税制改正に関する

重点要望事項５項目を決定した。 

２）　千葉県税理士会調査研究部の諸会議に陪席し、平成２４年度税制改正の作成過程に参画した。 

 

　財務委員会 

１）　支部及び組織委員会と連携し、収納率の維持向上に努めた。 

２）　後援会助成金の給付について本年度より申請方式に改めた。 

 

　組織委員会 

１）　加入勧奨と組織率について 

支部の協力により加入勧奨を行い名簿の維持管理に努めたが、新規及び転入者の加入率は５０％を

切った。さらには会員の退会者も多く組織率の暫減傾向は顕著である。 

この結果、千葉県税理士会会員数２,３４２名に対して、税政連会員は１,６１７名となり加入率は

６９．０４％となった。 

２）　「税理士による国会議員等後援会」について 

本年度は、設立３件（谷田川元後援会２２．４．３設立、奥野総一郎後援会２３．１．１５ 設立、及び

石井準一後援会２３．１．２４設立）、解散１件（山中あき子後援会２２．１０．１８解散）あった。 

この結果後援会の構成は、衆議院１２（民主６・自民５・公明１）、参議院３（民主１・自民１・みんな

の党１）、非現職４（自民４）、市長１となった。 

 

　国会対策委員会 

１）　第２２回参議院議員通常選挙 

５名の立候補予定者を推薦候補者とし、２名が当選した。 

２）　平成２３年度税制改正に関する国会陳情 

平成２２年１０月２２日１４０名の陳情団により、県下選出国会議員２５名に対して平成２３年度税制改正

要望に関する陳情を行った。 

３）　後援会連絡協議会 

平成２２年８月２４日、平成２２年１１月２４日及び平成２３年３月２８日にそれぞれ後援会連絡協議会を

開催し、後援会の運営・活動について協議した。 

 

　広報委員会 

　　広報３９号・４０号・４１号を発行し、ホームページを随時更新した。 
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平成２２年度収支決算承認の件 

自 平成２２年４月 １日 
至 平成２３年３月３１日 

収入の部 

科 目 

収 入 合 計  ３４,５１６,０１９ 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

会 費 収 入  

寄 付 金  

受 取 利 息  

雑 収 入  

前年度繰越金 

２０,３１６,０００ 

０ 

１１,５００ 

１,３５５,０００ 

１２,８３３,５１９ 

３４,１２０,８９１ ３９５,１２８ 

１９,６７７,０００ 

２０５,６４９ 

４,７２３ 

１,４００,０００ 

１２,８３３,５１９ 

６３９,０００ 

△　２０５,６４９ 

６,７７７ 

△　　４５,０００ 

０ 

２２年度予算額 ２２年度決算額 

２２年度予算額 ２２年度決算額 

差 引 増 減  

科 目 差 引 増 減  

（単位：円） 

（単位：円） 

平成２２年度収支決算書 

支出の部 

小　　計 ５,７７０,０００ 

１ 経 常 経 費 

（１）事 務 所 費 

（２）事務用品費 

（３）旅費交通費 

 

５,２６０,０００ 

５００,０００ 

１０,０００ 

５,６５６,１５０ １１３,８５０ 

 

５,２５９,６３０ 

３８４,３４０ 

１２,１８０ 

 

３７０ 

１１５,６６０ 

△ 　  ２,１８０ 

２ 政 治 活 動 費  
（１）組織活動費 

大　会　費 

会　議　費 

渉　外　費 

交　際　費 

国会対策費 

組織拡充費 

通　信　費 

旅費交通費 

印　刷　費 

雑　　　費 

６,９５０,０００  

（１,８００,０００） 

（１,８００,０００） 

（　５００,０００） 

（　７００,０００） 

（１,０００,０００） 

（　２５０,０００） 

（　１００,０００） 

（　６００,０００） 

（　１００,０００） 

（　１００,０００） 

９２,１８１  

（  　２５５,３２３） 

（△ 　５０,９４９） 

（  　１０２,２００） 

（ 　  １１,０００） 

（△　５５,２０７） 

（△　 ４,０９０） 

（ 　  １８,５６４） 

（△ １２９,７３０） 

（ 　  ２２,９４５） 

（△　７７,８７５） 

６,８５７,８１９  

（１,５４４,６７７） 

（１,８５０,９４９） 

（　３９７,８００） 

（　６８９,０００） 

（１,０５５,２０７） 

（　２５４,０９０） 

（ 　 ８１,４３６） 

（　７２９,７３０） 

（ 　 ７７,０５５） 

（　１７７,８７５） 

（２）選挙対策費  

選　対　費 

　 

５００,０００ 

　 

０ 

　 

５００,０００ 

（３）その他事業費 
 　機関紙の発行 
 　　広　報　費 

　 

１,９００,０００ 

　 

７６,３９５ 

　 

１,８２３,６０５ 

小 計  １７,０４６,０００ １５,５４２,２８８ １,５０３,７１２ 

次期繰越（予備費） 

２２,８１６,０００ ２１,１９８,４３８ １,６１７,５６２ 支 出 合 計  

合 計  

１１,７００,０１９ １２,９２２,４５３ △　１,２２２,４３４ 

３４,５１６,０１９ ３４,１２０,８９１ ３９５,１２８ 

（４）寄付金交付金  

寄　付　金 

　 

７,６９６,０００ 

　 

１,３３５,１３６ 

　 

６,３６０,８６４ 

資 産 の 部  負 債・正 味 財 産の部  

合 計  合 計  １５,４４１,３１１ 

現 金  

普 通 預 金  

定 期 預 金  

その他の預金 

器 具 備 品  

電話加入権 

会館入居保証金 

１６４,０９８ 

３,６０８,１９３ 

７,０００,０００ 

２,１８８,３８０ 

４０４,２００ 

７６,４４０ 

２,０００,０００ 

注　特別寄付金に相当する資産 

千葉県税理士政治連盟規約第２４条２項の規定により、 
平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日までの会計を
監査したところ、正確かつ妥当であることを認めます。 

預貯金のうち 前年度繰越金 

当年度寄付額 

選 挙 対 策  

次年度繰越金 

５,６８８,３８０円 

０円 

△　５００,０００円 

５,１８８,３８０円 

１５,４４１,３１１ 

平成２３年３月３１日現在 

貸 借 対 照 表  

科 目 金 額  

金 額  内 訳  科 目 

科 目 金 額  

差引正味財産 

資 産の部 

現 金  

普 通 預 金  

定 期 預 金  

その他の預金 

器 具 備 品  

電 話 加 入 権  

会館入居保証金 

負債の部  

預 り 金  

 

１６４,０９８ 

３,６０８,１９３ 

７,０００,０００ 

２,１８８,３８０ 

４０４,２００ 

７６,４４０ 

２,０００,０００ 

 

３８,２１８ 

１５,４０３,０９３ 

平成２３年３月３１日現在 

財 産 目 録  

 

現 金 手 許 高  

千 葉 銀 行 本 店  

千 葉 銀 行 本 店  

ゆ うちょ銀 行  

事 務 用 備 品  

０４３－２４３－１５２６ 

千葉県税理士会館 

 

源泉所得税他（１～３月分） 

預 り 金  

正 味 財 産  

（内次年度繰越金） 

３８,２１８ 

１５,４０３,０９３ 

１２,９２２,４５３ 

（単位：円） 

平成２３年 ５月１３日 

千葉県税理士政治連盟 

第２号議案 

監 査 報 告 書  

会計監事　齊藤　正美 

会計監事　本庄　眞知子 

（ ） 
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定期大会議案 千葉県税政連  

１ 　運　動　方　針 

本連盟は、日本税理士政治連盟（以下「日税政」という）の運動方針に則り、税理士会の施策の実現を

図るため、千葉県税理士会と連携し、本連盟の政治活動を強力に推進する。 

 

２　重　点　運　動 

上記方針に基づき、本連盟の目的を達成するため、次の活動を重点運動とし強力に推進する。 

１）　税制・会社法・税理士法等の諸問題に関して日税政の推進する諸活動 

２）　国政の場に我々の主張を反映させるための国会活動及び後援会活動 

３）　組織の充実と財政の健全化を図る施策を実施するための諸活動 

４）　本連盟の政治活動を広く周知せしめるための広報活動 

５）　税理士会との連携を深め、かつ会員の政治活動に対する理解と協力を得るための諸活動 

平成２３年度運動方針及び組織活動方針決定の件 

自 平成２３年４月 １日 
至 平成２４年３月３１日 

平 成２３ 年 度 運 動 方 針及び組織活動方針 

３ 委員会活動 

１） 総務委員会 

　　①　本連盟の活動の円滑な運営を図るための諸施策を企画し推進する。 

　　②　本連盟の施策の実施にあたり各委員会を補佐し活動に参画する。 

２） 政策審議委員会 

　　①　本連盟を運営するための基本的施策を研究し策定する。 

　　②　本連盟の政治活動を推進するための具体的施策を立案する。 

３） 財務委員会 

　　①　本連盟の財政の充実のため重点施策に基づいた予算執行の効率化を図る。 

　　②　各支部との連携を強化し収納額の向上を図る 

４） 組織委員会 

　　①　本連盟の組織の維持発展のための諸施策を推進する。 

　　②　本連盟及び関連組織の管理に関する業務の徹底を図る。 

５） 国会対策委員会 

　　①　本連盟の国会対策に関する諸施策を推進する。 

　　②　本連盟にある後援会の活動に関する諸施策を企画立案しこれを指導する。 

６） 広報委員会 

　　①　本連盟の目的達成のために機関誌及びホームページの充実を図る。 

　　②　日税政「広報委員会」との連絡を密にし情報の収集に努める。 

第３号議案 
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定期大会議案 千葉県税政連  

平 成２３年 度 収 支 予 算  

自 平成２３年４月 １日 
至 平成２４年３月３１日 

平成２３年度収支予算決定の件  

会費収入 
平成２３年４月１日現在の税政連会員　１,６１７人 
登録者１２０人、入会見込８４人（７０％）、廃業等１００人 
※ １,６１７人×＠１２,０００＋８４人×５０％（調整率）×＠１２,０００ 
－１００人×５０％ （調整率） ×＠１２,０００＝１９,３０８,０００円 

（注１） 

（注１） 

 

備 考  

（注２） 

（注３） 

（注４） 

（注５） 

備 考  

△６３０,０００  

（△１,３００,０００） 

（　２００,０００） 

（　　　　０） 

（　１００,０００） 

（　１００,０００） 

（ 　５０,０００） 

（　　　　０） 

（　２００,０００） 

（ 　２０,０００） 

（　　　　０） 

収入の部 

科 目 

収 入 合 計  ３４,５１６,０１９ 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

会 費 収 入  

寄 付 金  

受 取 利 息  

雑 収 入  

前年度繰越金 

２０,３１６,０００ 

０ 

１１,５００ 

１,３５５,０００ 

１２,８３３,５１９ 

３３,３０４,９５３ △１,２１１,０６６ 

１９,３０８,０００ 

０ 

４,５００ 

１,０７０,０００ 

１２,９２２,４５３ 

△１,００８,０００ 

０ 

△ 　 ７,０００ 

△　２８５,０００ 

８８,９３４ 

２２年度予算額 ２３年度予算額 

２２年度予算額 ２３年度予算額 

比 較 増 減  

科 目 比 較 増 減  

（単位：円） 

支出の部 

小　　計 ５,７７０,０００ 

１ 経 常 経 費 

（１）事 務 所 費 

（２）事務用品費 

（３）旅費交通費 

 

５,２６０,０００ 

５００,０００ 

１０,０００ 

６,５７０,０００ ８００,０００ 

 

５,８６０,０００ 

７００,０００ 

１０,０００ 

 

６００,０００ 

２００,０００ 

０ 

２ 政 治 活 動 費  
（１）組織活動費 

大　会　費 

会　議　費 

渉　外　費 

交　際　費 

国会対策費 

組織拡充費 

通　信　費 

旅費交通費 

印　刷　費 

雑　　　費 

６,９５０,０００  

（１,８００,０００） 

（１,８００,０００） 

（　５００,０００） 

（　７００,０００） 

（１,０００,０００） 

（　２５０,０００） 

（　１００,０００） 

（　６００,０００） 

（　１００,０００） 

（　１００,０００） 

６,３２０,０００  

（　５００,０００） 

（２,０００,０００） 

（　５００,０００） 

（　８００,０００） 

（１,１００,０００） 

（　３００,０００） 

（　１００,０００） 

（　８００,０００） 

（　１２０,０００） 

（　１００,０００） 

（２）選挙対策費  

　選　対　費 

　 

５００,０００ 

　 

４００,０００ 

　 

９００,０００ 

（３）その他事業費 
 　機関紙の発行 
 　広　報　費 

　 

１,９００,０００ 

　 

０ 

　 

１,９００,０００ 

小 計  １７,０４６,０００ １４,１４０,０００ △２,９０６,０００ 

予 備 費  

２２,８１６,０００ ２０,７１０,０００ △２,１０６,０００ 支 出 合 計  

合 計  

１１,７００,０１９ １２,５９４,９５３ ８９４,９３４ 

３４,５１６,０１９ ３３,３０４,９５３ △１,２１１,０６６ 

（４）寄付金交付金  

寄　付　金 

　 

７,６９６,０００ 

　 

△２,６７６,０００ 

　 

５,０２０,０００ 

第４号議案 

事務所費の内訳 
　家　　　賃 
　人　件　費 
　通　勤　費 
　法定福利費 
　電　話　料 
　電　気　料 
　リース料金 
　手 数 料 等 

　　計 

（立看板保守含む） 

（注２）  
１,１４９,０００円 
３,６００,０００円 
１２０,０００円 
４５０,０００円 
２３０,０００円 
１２０,０００円 
１６０,０００円 
３１,０００円 

５,８６０,０００円 

選挙対策費 
　総選挙対策　後援会特別補助金 

（注３） 

　 

　１．日税政分担金　７月１日現在　税理士会員数による 
 
　２．後援会活動助成金 
　　　概算建て 
　３．後援会設立助成金 
　　　後援会設立補助金 
　４．支部活動助成金 
　　　概算建て 

（注４） 
 

＠１,２００ × ２,３５０人＝２,８２０,０００円 
 

１,０００,０００円 
　 

＠５０,０００× ４団体＝２００,０００円 
　 

１,０００,０００円 

＠６０,０００×１５団体　　９００,０００円 

寄付金・交付金の内訳 

　 

　１．予備費 
　　　経常費対応分 
　　　特別留保金 
　　　　　計 
　２．特別留保金 
　　　選挙対策費は経常費より支出する。 
　　＊　　特別留保金　前期繰越金 
　　　　　特別支出予算組 
　　　　　差引次期繰越特別留保金 

（注５） 
 

７,４０６,５７３円 
５,１８８,３８０円 
１２,５９４,９５３円 

　 
　 

　５,１８８,３８０円 
０円 

５,１８８,３８０円 

特別支出と特別留保金及び予備費に関する事項 
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定期大会議案 千葉県税政連  

本連盟の役員任期満了に伴い、本大会において次の役員を選任する。 

１　会　　  長      　１人 

２　副   会   長     　 ６人以内 

３　幹   事   長    　  １人 

４　副 幹 事 長   　  ６人以内 

５　幹　　   事  　 ３０人以内（ただし、支部長幹事を含む） 

６　会 計 監 事　 　３人以内 

任期満了に伴う役員選任の件  

※千葉県税理士政治連盟規約 
（役員の選任） 
第７条　役員は、役員選考委員会で選ばれた候補者につき、大会において選任する。　　　　　　　
　　ただし第６条第５号ただし書きに規定する支部長については、この限りではない。 

　第６条第５号に規定する支部長 

佐 藤 　 忠 雄  
海老原　利子 
須 藤 　 　 襄  
澤 　 　 　 昇  
德 田 　 　 朗  
鹿志村喜一郎 
佐々木　悦夫 

（千葉東） 
（千葉西） 
（千葉南） 
（成　田） 
（松　戸） 
（　柏　） 
（市　川） 

柳 町 　 和巳  
岩 立 　 和 雄  
伊 藤 　 健 一  
今 井 　 洋 一  
最 首 　 利 光  
在 原 　 忠 男  
齊 藤 　 晃 夫  

（船　橋） 
（佐　原） 
（銚　子） 
（東　金） 
（茂　原） 
（木更津） 
（館　山） 

会 長  

副 会 長  
 

幹 事 長  

副 幹 事 長  
  

幹 事  
 
 
 

会 計 監 事  

（ １人） 

（ ６人） 
 

（ １人） 

（ ６人） 
 

（１６人） 
 
 
 

（ ２人） 

富澤　康人（柏） 

花嶋　　実（千西）　白戸　利行（千西）　桑原　盛一（成田） 
増田　勝彦（松戸）　藤森　　強（柏）　　増永　　保（船橋） 

町田　　茂（東金） 

遠山　景一（千南）　佐々木　稔（成田）　本間　典子（成田） 
松本　純子（柏）　　曲山　　博（東金）　齋藤　克己（木更） 

加藤　昭枝（千東）　林　　武夫（千東）　工藤　一彦（千西）　上野　和範（千南） 
佐々木宏之（成田）　安藤　正敏（松戸）　掛布　茂代（松戸）　鈴木　隆夫（柏） 
高梨　恒弘（市川）　稲口淳太郎（船橋）　山下　秀文（佐原）　宮澤　　弘（銚子） 
古山　　茂（東金）　及川　和明（茂原）　安室　信成（木更）　田村　健一（館山） 

北村　千秋（千東）　齊藤　正美（松戸） 

千葉県税理士政治連盟規約及び役員候補者選考要領に基づき、次期役員候補者の選任に
ついて選考した結果、平成２３年１月２４日に新役員候補者を次のとおり決定した。 

千葉県税理士政治連盟 
役員選考委員会委員長　押尾　　晃 

役 員 候 補 者 名 簿  

第５号議案 



定期大会議案 千葉県税政連  

─１０─ 

大 会 決 議 採 択 の 件  

　税理士の社会的地位の向上と権益の確保、充実を計るとともに、国民のための税理士制度及び租税
制度を確立するため、次のとおり決議する。 

一、　われわれは、税理士制度の発展と、納税者のための真の代表を国会に送るため強力な運動を展開する。

　　右決議する。 

一、　われわれは、納税者に信頼される税理士制度の確立を目指して強力な運動を展開する。　　　　　　

　　右決議する。 

一、　われわれは、公正な税制の確立及び税務行政改善のための強力な運動を展開する。 

　　右決議する。 

一、　われわれは、税制改正に際し、中小企業に過重な負担をもたらすことのないよう強力な運動を展開する。

　　右決議する。 

一、　われわれは、規制改革の動向を注視し、税理士会への強制加入制と税理士業務の無償独占の堅持の

　　　ための強力な運動を展開する。 

　　右決議する。 

一、　われわれは、税理士の業務及び職域に重大な影響を及ぼす動向に対して強力な運動を展開する。 

　　右決議する。 

　　　　平成２３年８月５日 千葉県税理士政治連盟 
　　第４３回 定 期 大 会 

大 会 決 議  

千葉県税理士政治連盟 
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後援会設立 千葉県税政連  

─１１─ 

（柏支部　藤森強　記） 

 〈プロフィール〉 
参議院議員　自由民主党千葉県選出　５３才 
　・出身　千葉県茂原市 
　・経歴　千葉県立長生高等学校卒業、千葉県議
　　　　会議員５期 
　・役職　厚生労働委員会（理）、政治倫理の確立及び
　　　　選挙制度に関する特別委員会委員、国民生活・
　　　　経済・社会保障に関する調査会 
 〈後援会役員〉 
　会　長　藤森　強（柏） 
　副会長　唐木新一朗（千葉南） 
　幹事長　桑原盛一（成田） 

「石井準一」後援会設立 

平成２３年１月１５日（土）、「税理士によるおくの総一郎後援会」が成田支部及び千葉東支部の有志２７人
によって設立され、ウィシュトンホテル・ユーカリに於いて設立総会が開催された。 
総会では、発起人代表本村佶英会員より、①賛同会員に対するお礼②設立に至る経過説明③後援会の

あり方④奥野議員に対する要望等の挨拶があり、設立承認の件、規約承認の件、役員選任の件は満場一致
で可決承認され、会長に本村佶英会員が選出された。続いて、奥野議員からは、「税政連・税理士会の要
望を尊重し、その実現に努力致します」等の挨拶があった。 
総会後の懇親会では、待ちに待った税理士による後援会の設立ということで、奥野議員、会員ともども会話

が弾み、和やかなうちに終了した。 （成田支部　本村佶英　記） 

 〈プロフィール〉 
衆議院議員　民主党千葉９区選出　４７才 
　・出身　兵庫県神戸市 
　・経歴　東京大学法学部卒業、総務省郵政行政局
　　　　調査官、民主党千葉県第９区総支部長 
　・役職　議院運営委員会委員、総務委員会委員
　　　　海賊・テロ特別委員会理事 
 〈後援会役員〉 
　会　長　本村佶英（成田） 
　副会長　篠　直久（成田）、佐藤　實（成田） 
　　　　　鈴木英伸（成田） 
　幹事長　鈴木慶夫（成田） 

「奥野総一郎」後援会設立 

平成２３年１月２４日（月）「税理士による石井準一後援会」の設立総会が千葉県税理士会館において開催された。
石井準一議員は参議院千葉選挙区選出のため、後援会の活動を効率的に行うことを念頭に、発起人を県内全域
から募る等の準備をして当日を迎えた。この時期は、所得税の確定申告の無料相談も実施されるなど繁忙期にあた
り、総会出席者の減少も心配されたが、２６人の会員が集まった。 
総会は、世話人顧問　押尾晃会員のあいさつに始まり、世話人会代表の藤森強会員が、設立経過を説明し、規約、会

費、役員等の各議案を提案、満場一致で可決承認されて後援会が発足した。後援会会長には藤森強会員が選出された。 
その後、来賓の横畑靖明千葉県税政連会長から祝辞があり、石井準一議員は、「国会では、主に厚生の分野で活
動しているが、これを機に税制についてもしっかり勉強し、税政連・税理士会の要望に応えたい」と力強く約束した。 
懇親会は、手作りの質素なパーティであったが、石井議員が会員と真剣かつ和やかに対話することができ、有意
義な時間を共有した。 



千葉県税政連  

─１２─ 

平成２２年分の所得税確定申告期間中に、９名の国会議員が県内の無料相談会場を訪れた。 
税政連の各支部長や役員の案内で、税理士会が行う税務支援の実状を視察した。 

確定申告無料相談会の視察 

松 崎 公 昭　衆議院議員（民主・千葉８区） 
　　２３．　１．２８　柏光が丘センター 
　　２３．　２．　１　我孫子けやきプラザふれあいホール 

奥野総一郎　衆議院議員（民主・千葉９区） 
　　２３．　１．３１　臼井公民館 

森 　 英 介　衆議院議員（自民・千葉１１区） 
　　２３．　２．　３　大網白里保健文化センター 

谷田川　元　衆議院議員（民主・千葉１０区） 
　　２３．　２．　９　香取市小見川区事務所 

内 山 　 晃　衆議院議員（民主・千葉７区） 
　　２３．　２．１６　流山市役所 

水 野 賢 一　参議院議員（みんな・参院千葉） 
　　２３．　２．２１　臼井公民館 

松 野 博 一　衆議院議員（自民・比例南関東） 
　　２３．　２．２５　千葉市緑区役所 

浜 田 靖 一　衆議院議員（自民・千葉１２区） 
　　２３．　２．２８　木更津市民会館 

富 田 茂 之　 衆議院議員（公明・比例南関東） 
　　２３．　３．１４　幕張メッセ 

（平成２３年１月～平成２３年６月） 

主　　要　　会　　務 

１月 
１月 
３月 
 
 
 
 
 

４月 
 

５月 
 
 

６月 

２４日 
２５日 
２８日 

 
 
 
 
 

７日 
 

１３日 
 
 

１７日 

（月） 
（火） 
（月） 

 
 
 
 
 

（木） 
 

（金） 
 
 

（金） 

千葉県税理士会館 
パレスホテル大宮 
千葉県税理士会館 
 

〃 
 
〃 
 

千葉県税理士会館 
〃 

千葉県税理士会館 
〃 
 

千葉県税理士会館 
〃 

第２回役員選考委員会 
東日本六税政連役員連絡協議会 
執行部会議 
　・本年度会務執行の総括 
支部長会及び幹事会合同会議 
　・総括報告事項 
第３回後援会連絡協議会 
　・執行部報告事項 
執行部会議 
次期支部長研修会 
会計監査 
執行部会議 
　・定期大会運営準備役員会 
執行部会議 
支部長会及び幹事会合同会議 

内
山
晃
議
員 

森
英
介
議
員 

陳 情 日  
陳情場所 
連 絡 先  

平成２３年１０月１８日（火） 
議員会館（千代田区永田町） 
千葉県税理士政治連盟事務局 
ＴＥＬ　０４３-２４３-１５２６ 

平成２４年度税制改正に伴う国会陳情の日程が決定しました。 
陳情にあたり、各支部及び後援会から陳情者を募ります。 
会員皆様の積極的な参加をお願い申し上げます。 

国会陳情日程のお知らせ 

 
 
 
 
〃 
 
〃 
 
 
〃 
 
〃 
 
 
〃 



主要会務 
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